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提出日：令和６年２月１４日               

担当部・課：総務部行政経営課〔内線 4173〕 

① 件  名 

指定管理者制度導入施設に係るモニタリングガイドラインの策定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

 指定管理者制度は、公の施設の管理に民間ノウハウを活用し、市民サービスの向上及び経費の節

減等を図ることを目的に平成１５年の地方自治法の一部改正により導入された。導入後、各施設の

設置目的を踏まえ、指定管理者の力を引き出し、様々な取組みを行うため、指定管理者の管理運営

について確認、評価する仕組みであるモニタリングを実施する自治体が増えてきている。 

本市においては、一部施設で目標設定やアンケート調査などを行っているものの、統一的な確認・

評価の仕組みには至っておらず、令和３年度決算審査等意見書において、各施設のサービス提供内

容の確認・評価や指導助言などモニタリング制度の導入による適正な施設管理が求められていた。 

【目的】 

指定管理者制度導入施設の管理運営及びサービスの提供について、確認・評価し、必要に応じて

助言・指導等を行うモニタリングの仕組みを構築することにより、施設の効率的、効果的な管理運

営を行い、コスト削減や市民サービスの向上を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２ 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和５年７月 モニタリングの実施に向け指定管理者制度導入施設の各所管課（２８課）に 

ヒアリング 

⑤ 主な内容 

 

１ モニタリングの定義 

モニタリングとは、指定管理者制度導入施設について、適正な管理運営が履行されているか、

また、安定的なサービス提供が行われているかなどを確認・評価し、必要に応じて改善に向け

た助言や指導を行う一連の仕組みのことをいう。 

 

２ モニタリングの視点 

①履行の確認 事業計画書等に基づき適切に事業が実施されているか履行の確認を行う。 

②サービスの質の評価 実地調査やアンケート調査により、サービス提供の水準を確認する。 

③安定性の評価 財務状況を確認し、継続したサービス提供が可能であるか確認する。 
 

３ モニタリングの方法 

モニタリングの方法は、月次報告、利用者アンケート調査、実地調査、総合評価により行

う。モニタリングにより改善を要すると認められたときは、施設所管課は、指定管理者に対し

必要な助言や指導を行い、場合によっては、指定の取消しや管理業務の全部若しくは一部の停

止を命じることができる。 

モニタリングの結果については、指定管理者へ通知し、市のホームページ等で公表する。 

 

資料１  

 



４ 対象施設 

対象施設については、公の施設の性格、利用形態等に応じて、次の３区分に分類し、モニタリ

ングを実施する。※各施設の詳細は「指定管理者モニタリング対象施設一覧」を参照 

分類 モニタリング 対象施設 区分ポイント 
 
 

 

 

Ⅰ 

 
 

 

 

実施 

月次報告 

アンケート調査 

実地調査 

総合評価 

観光、スポーツ、 

社会教育、健康福祉、

産業特定、その他 

・主な業務内容がサービス提供 

・利用者が不特定多数 

 

Ⅱ 

 

一部実施 

月次報告 

実地調査 

総合評価 

健康福祉、 

産業特定、 

住宅 

・施設の設置目的が特殊 

・法令等により業務内容が規定 

・利用者が特定少数 

 

Ⅲ 

 

実施しない 

 

― 

地域コミュニティ、 

地域公園 

・利用者が指定管理者と同一 

 

５ 評価方法 
 評価については、「指定管理者モニタリング評価シート」（所定様式）により「履行の確認」、「サ

ービスの質の評価」、「安定性の評価」の評価項目について、評価表に定められた達成基準に基づ

き、ＡからＤまでの４段階で評価を行う。 

 対象施設の分類「Ⅰ」については、すべての項目を評価し、「Ⅱ」については、「履行の確認」のみ

評価する。 
① 指定管理者による自己評価 

 指定管理者は毎年度終了後、評価表による自己評価を行い、事業報告書と併せて市に提出するこ

ととする。 

② 市による評価 

 施設所管課は毎年度終了後、指定管理者から提出された各種報告書や実地調査等を踏まえ、評価

表に基づき評価を行い、結果を指定管理者へ通知するとともに公表する。 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 モニタリングの導入により、市と指定管理者の役割を明確化し、より効率的、効果的なコスト削

減や市民サービス向上が図られる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 県内各市の実施状況 

仙台市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、登米市、栗原市、大崎市 ８市 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和６年２月 モニタリングガイドライン公表 

担当者説明会の開催 

     ３月 施設所管課から指定管理者へ説明 

     ４月 モニタリング試行実施 

⑨ その他 

令和６年度の試行実施により、ガイドラインの見直しが必要な場合は、改正を行い、令和７年

度から本格導入とする。 

 


